
令和５(2023)年度第１回栃木県感染症対策連携協議会 次第 
 

日時：令和５（2023）年７月４日 18 時 30 分～ 

場所：栃木県庁本館６階大会議室２（Web 併用） 

 

１ 開  会 

 

 

２ 挨  拶 

 

 

３ 会長の選任 

 

 

４ 議  題 

(1) 感染症法の改正概要及び栃木県感染症予防計画の改定の方向性（案）について 

 

(2) 医療措置協定等の締結に向けた県の基本方針（案）について 

 

(3) その他 

 

 

５ 閉  会 

 

 

＜参考資料＞ 

①栃木県感染症対策連携協議会設置要綱・委員名簿 

②栃木県感染症予防計画（平成 30（2018）年３月改正） 

③国基本指針と県感染症予防計画の関係図 

④医療措置協定等の締結に向けた基本方針(案) 

⑤協定締結に向けた意向調査票 

⑥感染症発生動向調査等資料 

 



（敬称略：五十音順）

№ 氏     名 所属等 推薦団体等 出席方法

1 阿江　竜介 自治医科大学　公衆衛生学　教授 自治医科大学 WEB

2 浅井　秀実 栃木県医師会　副会長 栃木県医師会 会場

3 朝野　春美 栃木県看護協会　会長 栃木県看護協会 WEB

4 岩佐　景一郎 栃木県保健福祉部長 栃木県 WEB

5 上原　慶太
国立病院機構栃木医療センター

外来診療部長・内科部長
栃木県病院協会 WEB

6 小橋　元 獨協医科大学　公衆衛生学　教授 獨協医科大学 WEB

7 塩澤　達俊 栃木県老人福祉施設協議会　副会長 栃木県老人福祉施設協議会 WEB

8 杉田　義博 日光市民病院　管理者 日光市民病院 WEB

9 杉山　公美弥 国立病院機構宇都宮病院　病院長 国立病院機構宇都宮病院 WEB

10 竹村　克己 栃木県医師会　常任理事 栃木県医師会 会場

11 田中　友和 栃木県薬剤師会　副会長 栃木県薬剤師会 会場

12 東城　朋子 鹿沼市　健康課長 栃木県市長会 会場

13 中村　好一 宇都宮市保健所　医療監 宇都宮市
会場

（代理）

14 畠山　修司 自治医科大学附属病院　感染症科　教授 自治医科大学附属病院 WEB

15 浜野　知子 上三川町　健康福祉課長 栃木県町村会 WEB

16 谷中　康人 宇都宮市消防局　警備課長 栃木県消防長会
WEB

（代理）

17 矢野　雅之 栃木県獣医師会　常務理事兼事務局長 栃木県獣医師会 WEB

18 若林　守 栃木県歯科医師会　専務理事 栃木県歯科医師会 会場

令和５（2023）年度第１回栃木県感染症対策連携協議会出席者名簿
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（１）感染症法の改正概要及び

栃木県感染症予防計画の改定の方向性（案）について

（２）医療措置協定等の締結に向けた県の基本方針（案）について

令和5年7月4日

第１回栃木県感染症対策連携協議会

資料１

感染症対策課



感染症法の改正概要①

改正の趣旨
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延

に備えるため、国又は都道府県及び関係機関の連携協力による病床、外来医療及び医療人材並びに感染症対策物資の確保の強化、
保健所や検査等の体制の強化、情報基盤の整備、機動的なワクチン接種の実施、水際対策の実行性の確保等の措置を講ずる。

施行日 項目 内容

公布日(12/9)又は
公布日＋10日
(12/19)

疑似症報告の強化 省令で定める疑似症について指定届出医療機関以外からも報告を求めることができる

検疫所による健康観察 国に要請することで、県に代わり検疫所が健康観察等を実施する

市町の協力及び情報提供 必要に応じ市町村に対し協力を求め、応じた情報を共有・提供等することができる

国・県の総合調整 国は人材確保・移送等を県は入院勧告・措置等に係る調整・指示することができる

指定感染症に係る規定の整備 指定感染症に係る必要な規定の整備

令和５年４月１日

都道府県連携協議会の設置・運営 予防計画実施及びその実施に有用な情報を共有するための組織の設置

電磁的方法による届出義務化等 HER-SYS及び感染症サーベイランスシステムによる届出の義務化等

検体の提供・検査の実施 国からの要請に伴う検体又は病原体の提出及び検査の実施

退院・死亡の報告義務化 感染症指定医療機関における入院患者に係る退院・死亡の報告義務化

令和６年４月１日

基本指針・予防計画の見直し 医療提供体制（目標数等を含む）の確保等を定めた計画を策定（全面改訂）

医療措置協定の締結 入院、外来、往診等、後方支援、人材派遣などの措置に係る協定を締結

協定指定医療機関の新設 第一種(入院)・第二種(外来・往診等)協定指定医療機関を新設し公費負担の対象に

検査等措置協定の締結 検体採取又は検査の実施、宿泊療養施設の確保などの措置に係る協定を締結

流行初期医療確保措置の新設 協定に基づき流行初期の段階から入院及び外来に対応した医療機関への財政支援制度

健康観察の外部委託 健康観察業務の委託に係る規定の整備

外出自粛患者の公費負担 第二種協定指定医療機関による医療費公費負担制度（保健所を経由して県に申請）

広域的な人材派遣 患者への医療に従事する医療従事者の確保に係る応援・調整を求めることができる 11



令和５年２月９日
第71回厚生科学審議会
感染症部会資料３より抜粋
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感染症法の改正概要②



予防計画の見直し、医療機関等との協定締結について
改正における大きな柱 １ 予防計画の見直し

感染症法の改正概要③

○県が定める予防計画については、感染症法改正に併せて改正された国の基本指針に即して改定する。
○次の感染症危機に備えるため、保健・医療体制に関する記載事項が充実されるとともに、感染症発生・まん延時に
おける医療提供体制の確保等について数値目標を定めることとされた。（令和５年度中）
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旧 新

発生の予防及びまん延の防止のための施策 ▲発生の予防及びまん延の防止のための施策

■病原体等に関する情報の収集、調査及び研究

●▲病原体の検査の実施体制及び検査能力の向上

医療を提供する体制の確保 ●医療を提供する体制の確保

▲患者の移送のための体制の確保

▲医療を提供する体制の確保等に係る目標

●■宿泊施設の確保

●▲外出自粛患者の療養生活の環境整備

県の総合調整又は指示の方針

●▲人材の養成及び資質の向上

●▲予防に関する保健所の体制の確保

緊急時における発生及びまん延の防止並び
に医療の提供のための施策

●▲緊急時における発生及びまん延の防止、病原体等の検査の実施並びに医療の提供のため
の施策

【予防計画項目一覧（新旧）】

＜主な数値目標例＞
○以下における協定締結医療機関数
・入院の確保病床数
・発熱外来の医療機関数
・自宅療養者等へ医療を提供する
医療機関数

・後方支援の医療機関数
・PPEの備蓄数
○検査実施件数（検査能力）
○宿泊療養施設の確保居室数
○医療従事者等の研修・訓練回数

●付きの項目は３年ごとに基本指針が見直し（それ以外は６年ごと）
▲保健所設置市として定めなければならない項目（義務）
■保健所設置市として定めるよう努めなければならない項目（任意）

※保健所設置市においても都道府県の連携協議会での議論を踏まえ、新たに予防計画を策定することが求められた。



（１）医療措置協定
○感染症発生・まん延時に医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、都道府県知事は、平時に新
興感染症の対応を行う医療機関と協議を行い、感染症対応に係る協定（①病床、②発熱外来、③自宅療養者等への医療の提
供、④後方支援、⑤人材派遣）を締結することが法定化された。

○全ての医療機関に対して協定締結に係る協議に応じることが義務づけられた。
○公立・公的医療機関等、特定機能病院、地域医療支援病院については、その機能を踏まえた感染症発生・まん延時に担うべ

き医療の提供が義務づけられた。
○流行初期（厚生労働大臣の公表から３ヶ月程度）の段階から医療を提供する体制を迅速かつ適確に講じる医療機関を確保す

るため、初動対応等を行う特別な協定が法定化。（流行初期医療確保措置）
（２）検査等措置協定

○検査機関及び宿泊施設との間で、検体採取又は検査の実施、宿泊療養施設の確保などの措置に係る協定をそれぞれ締結する
ことが法定化された。

○一般医療の提供を制限して、流行
初期の感染症医療（感染患者への
医療）の提供をすることに対し、
診療報酬の上乗せや補助金等が充
実するまでの一定期間に限り、財
政支援を行う。

○支援額は、感染症医療の提供を
行った月の診療報酬収入が、感染
症流行前の同月の診療報酬収入を
下回った場合、その差額を支払う。
（減収補てん）

流行初期医療確保措置

感染症法の改正概要④

改正における大きな柱 ２ 医療機関等との協定締結

平時（流行前） 流行初期
診療報酬上乗せ・補助金充実後

（流行初期以降）

診療報酬
（自己負担分を含む。
以下、同じ）

流行初期医療
確保措置

診療報酬

診療報酬

補助金

診療報酬
上乗せ

診療報酬

診療報酬

公費

保険財源
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本日、ご意見をいただきたい項目
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１ 栃木県感染症予防計画の改定の方向性（案）

○県の課題整理について

○計画改定の視点等について

２ 医療措置協定等の締結に向けた県の基本方針（案）について



栃木県感染症予防計画の改定の方向性（案）①

令和４年度 令和５年度

2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

ੈ
৮
ভ
⋇

コロナ対応
の振り返り
依頼(関係
団体)

コロナ対応の振り返り
作業(行政)

課題の整理・検証
ੈ
৮
ভ
⋈

ਯ
க
৯
ఏ
ਝ


医療提供体制の目
標数等を踏まえた
計画素案づくり

課題に対応した
骨子案づくり

課題等を踏まえ
た計画改定の視
点を整理

ੈ
৮
ভ
⋉

パブコメ
ੈ
৮
ভ
⋊

パブコメ意見等も踏まえた
計画案づくり

ੑ




意見を踏まえ
計画案を修正

５月26日国基本指針告示

計画改定のポイント

☞国基本指針の見直しを反映

☞コロナ対応の課題を踏まえ計画改定の視点を整理

☞課題を踏まえた栃木県独自の内容を計画に追加

【計画改定のスケジュール】

ਯ
க
৯
ఏ
ਫ਼
ୈ
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発生予防・まん延防止等に関する課題 医療提供体制等に関する課題 保健所・検査実施体制等に関する課題

〇ＩＣＴ※１の早期導入

○市町との情報共有

○市町の役割の明確化

○高齢者施設等における感染防止対策に係る平時

からの体制強化

○感染症に係る各種情報に関する県民等への情報

提供やリスクコミュニケーションのあり方

○流行初期に対応する医療機関の周知、検査効率

の向上

○移送も含めた感染症に関する情報の県民等への

周知

○ＳＮＳ等各種媒体を活用した公表・周知方法の

検討

○個人防護具等の備蓄

〇通常医療と両立した受入病床等の確保

○病床ひっ迫時の入院調整

○特別な配慮を要する患者への対応

○臨時医療施設における高齢者・認知症患者への

対応

○一般救急との両立（一般救急への負荷増大）

○高齢者施設等からの救急要請対応

○様々な状況を想定した移送体制の確保

○地域性や療養環境等を考慮した宿泊施設の確保

○夜間・休日も含めた外来受診体制の確保（オン

ライン診療も含む）

○健康観察等の外部委託等による実施体制の早期

構築

○高齢者施設等に対する医療支援体制の確保

○個人防護具等の備蓄

○感染拡大に伴う保健所負担の増大

（積極的疫学調査、健康観察、相談対応、入院調

整等）

〇ＢＣＰ※２策定の徹底

○外部委託による健康観察・相談体制等の早期構

築

○感染状況に応じた迅速な人員体制の確保

○業務に関する標準マニュアル等の整備

○応援派遣等、人材確保に関するマネジメント機

能を担う者の配置

○検体搬入体制の確保

○流行初期における検査実施体制の確保

○濃厚接触者に対する検査実施体制

○派遣人材の確保・養成のための研修等の実施

○感染症予防に関する専門家の確保・資質向上

※１：ＩＣＴ（Information and Communication Technologyの略、情報通信技術のこと。以下同じ。）

※２：ＢＣＰ（Business Continuity Planの略、事業継続計画のこと。以下同じ。）
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コロナ対応に係る課題の整理

栃木県感染症予防計画の改定の方向性（案）②

○コロナ対応に関わった庁内関係者を構成員とした栃木県感染症予防計画策定ワーキンググループを設置（令和５年４月）し、コロナ対応の

振り返りを行うとともに、関係団体へのコロナ対応の振り返り調査を踏まえ、整理した課題は以下のとおり。



新興感染症の発生・まん延に備えるため、大きく３つの体制を中心に「感染症から県民の生命と健康を
守る施策」を推進する

コロナ対応の課題を踏まえ改定の視点を整理

感染症の発生の予防及びまん延の防止を図る体制の構築

速やかにかつ継続して必要な医療支援等を提供できる体制の構築

迅速かつ適確に対応できる健康危機管理体制の構築

平時から 感染症発生時に 感染拡大時においても

8

栃木県感染症予防計画の改定の方向性（案）③



ＩＣＴの活用により感染症の発生状況等を把握するなど、平時から発生の防止に重点を置いた対応ができている

目指すべき姿

発生の予防 まん延の防止 啓発及び知識の普及、人権の尊重

主な課題

〇ＩＣＴの早期導入
○市町との情報共有
○市町の役割の明確化

○高齢者施設等における感染防止対策に係る平時からの体制強化
○感染症に係る各種情報に関する県民等への情報提供やリスクコミュニケーション

のあり方

様々な媒体・方法により、正しい知識の普及等が効果的に実施され、県民が感染症に対する適切な行動を理解・
実践できている

会議等を通じて関係機関と連携を図るなど、平時からまん延を防止するための体制が構築できている

感染症の発生の予防及びまん延の防止を図る体制の構築

9

栃木県感染症予防計画の改定の方向性（案）④



夜間・休日も含め新興感染症の患者に対して早期に良質かつ適切な医療を提供する体制が確保できている

消防機関等との連携のもと、様々な状況を想定した移送体制が確保できている

主な課題

〇通常医療と両立した受入病床等の確保
○病床ひっ迫時の入院調整
○特別な配慮を要する患者への対応
○臨時医療施設における高齢者・認知症患者への対応
○一般救急との両立（一般救急への負荷増大）

○様々な状況を想定した移送体制の確保
○地域性や療養環境等を考慮した宿泊施設の確保
○オンライン診療も含めた外来受診体制の確保
○健康観察等の外部委託等による実施体制の早期構築
○高齢者施設等に対する医療支援体制の確保

患者移送体制確保医療提供体制確保 宿泊施設確保 県の総合調整外出自粛対象者の療養生活環境の整備

自宅・宿泊療養者が安心して療養生活を送る体制が確保できている

高齢者施設等に対する医療支援体制が確保できている

目指すべき姿

速やかにかつ継続して必要な医療支援等を提供できる体制の構築

10

栃木県感染症予防計画の改定の方向性（案）⑤



新興感染症発生時に、状況に応じ速やかに非常時体制に移行できる体制が構築できている

外部人材や応援派遣者等の活用や業務の一元化など、保健所が感染拡大時においても必要な対策を講じること
ができる体制が確保できている

主な課題

○感染拡大に伴う保健所負担の増大
〇ＢＣＰ策定の徹底
○外部委託による健康観察・相談体制等の早期構築
○感染状況に応じた迅速な人員体制の確保
○業務に関する標準マニュアル等の整備

○検体搬入体制の確保
○流行初期における検査実施体制の確保
○派遣人材の確保・養成のための研修等の実施
○感染症予防に関する専門家の確保・資質向上

流行初期の段階から迅速かつ適確な検査が実施できる体制が確保できている

人材の養成、資質の向上保健所体制の確保 検査実施体制、能力向上

外部人材や応援派遣者等が担う業務に関するマニュアル等が整備されている

感染拡大時を見据えた研修・訓練が実施できている

目指すべき姿

迅速かつ適確に対応できる健康危機管理体制の構築

11

栃木県感染症予防計画の改定の方向性（案）⑥



感染症の予防と人権の尊重の両立を基本に、
感染症から県民の生命と健康を守る施策を実現する

感染症の発生の予防及び
まん延の防止を図る体制

速やかにかつ継続して必要な
医療支援等を提供できる体制

迅速かつ適確に対応できる
健康危機管理体制

第一 感染症の発生予防のための施策

第二 感染症のまん延防止のための施策

第三 感染症及び病原体等に関する情報の収
集、調査及び研究に関する施策

第四 病原体等の検査の実施体制及び検査能
力の向上に関する施策

第五 感染症に係る医療を提供する体制の確
保に関する施策

第六 感染症の患者の移送のための体制の確
保に関する施策

第七 医療提供体制の確保等に係る目標に関
する施策

第八 宿泊施設の確保に関する施策

第十二 感染症の予防に関する人材の養成及
び資質の向上に関する施策

第十三 感染症の予防に関する保健所の体制
の確保に関する施策

第十一 感染症に関する啓発及び知識の普及
並びに人権の尊重に関する施策

第九 外出自粛対象者の療養生活の環境整備
に関する施策

第十 感染症の予防又はまん延防止のための
総合調整・指示の方針

第十四 緊急時における発生予防・まん延防
止、医療提供等のための施策

第十五 その他感染症の予防の推進に関する
重要事項
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栃木県感染症予防計画改定の視点（まとめ）

栃木県感染症予防計画の改定の方向性（案）⑦



課題に対応するための取組等については、整理した計画改定の視点を踏まえ、主に以下
のとおり計画に追加していくこととしたい（具体的な内容は次回の協議会において骨子案
としてお示しする）

課題を踏まえ、今後計画に追加する予定の主な内容

新興感染症の発生・まん延時における医療提供体制の確保とその目標(医療措置協定)

救急医療・臨時医療施設による感染症対応

高齢者施設等への対応（平時からの備え、医療機関等との連携等）

患者の移送体制の確保

検査実施体制の向上（検査措置協定）

宿泊施設の確保（宿泊施設確保措置協定）

療養生活の環境整備（健康観察、生活支援等）

災害時における対応等も含めた市町との連携・役割分担

地方衛生研究所・保健所の体制整備の推進

検疫所との連携

都道府県による総合調整・指示の方針

都道府県連携協議会の役割

「健康危機対処計画」と整合

「県保健医療計画」と整合

※宇都宮市においても、国基本指針及び県の計画に即して、宇都宮市感染症予防計画を新たに策定
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県で独自に追加

県で独自に追加

県で独自に追加

栃木県感染症予防計画の改定の方向性（案）⑧



【個別計画】

県保健医療計画(８期) 県感染症予防計画 県新型インフルエンザ等
対策行動計画

医療法 感染症法 特措法

県医療審議会

保健医療計画策定部会
県感染症対策協議会

都道府県連携協議会

新型インフルエンザ等
対策有識者会議

新型インフルエンザ等
医療対策推進委員会

各疾病協議会
新型インフルエンザ等
対策市町村連絡会議

新型インフルエンザ等
対策地域連絡協議会

国基本指針 政府行動計画

県感染症対応マニュアル

県鳥インフルエンザ対応マニュアル

各種ガイドライン

既存の５疾病・５事業及び在宅医療に
６事業目として「新興感染症発生・まん延

時における医療」が追加

地方衛生研究所及び保健所体制に係る部分について
は、「地域保健対策の推進に関する基本的な指針」
に基づき策定する「健康危機対処計画」と整合

県結核対策プラン
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令和5年7月4日

第１回栃木県感染症対策連携協議会

資料２

感染症対策課

（１）感染症法の改正概要及び

栃木県感染症予防計画の改定の方向性（案）について

（２）医療措置協定等の締結に向けた県の基本方針（案）について



医療措置協定等の締結に向けた県の基本方針（案）について①

○本基本方針は、県と医療機関等が締結する医療措置協定等の基本的な考え方や対象基準等に関して定めるものであり、県は、

本基本方針に基づき、地域の実情を踏まえながら、協定締結に向けた協議等を行う。

○医療機関等との協定締結に当たっての課題やニーズ等の調査を行い、新型コロナ対応の実績も参考に、関係者の間で協議を

行い、各医療機関等の機能や役割に応じた内容の協定を締結する。

○新興感染症の発生・まん延時には、感染症の特性に合わせて、県と医療機関等は協定の内容を見直すなど、実際の状況に応じ

た機動的な対応を行うことを前提に、協定協議段階で可能な範囲で県と医療機関等とが合意した内容について締結する。

○協定締結作業については、令和５年度中から順次実施し、令和６年９月末までに完了することを目指す。

県と医療機関等との協定締結に当たっての基本的な考え方について

時期
令和５年度 令和６年度

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４～９月

連携協議会 第１回 第２回 第３回 第４回

医療審議会 第２回部会 第３回部会 第４回部会 医療審議会

医療機関と
の協議等

7/6医療機関等向け
説明会・意向調査

意向調査
とりまとめ

医療機関等との協議等
順次、協定締結（令和６年９月末までの完了を目指す）
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16

○対応する新興感染症は、感染症法に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症を基本とする。

想定する新興感染症

医療措置協定等の締結に向けた県の基本方針（案）について②



○流行初期

速やかな病床の確保や中等症・重症患者への対応ができるよう、地域偏在を考慮しつつ、300床以上の病床を有する医療機

関及び公的医療機関等との協定締結を目指す。

○流行初期以降

一般医療との両立を図るため、地域全体で対応できるよう全有床医療機関（病院・診療所）との協定締結を目指す。

※特に配慮が必要な患者を受け入れる病床の確保を含め協議していく。

１ 医療措置協定

項目 要件 国目標
（当県参考置き換え値）

①病床

流行初期

（流行初期以降の要件に加え）
・感染症発生・まん延時に入院患者を受け入れる病床を20床（最大確保病
床数）以上確保し、継続して対応できること。

＊国規則で定められた参酌基準(30床以上)を踏まえつつ、地域の実情を
考慮して設定

・県からの要請後１週間以内に措置を実施すること。

・病床の確保に当たり影響が生じ得る一般患者の対応について、後方支援
を行う医療機関との連携も含め、あらかじめ確認を行うこと。

約1.9万床【2020年
12月の新型コロナ患
者対応で総病床数400
床以上の重点医療機関
での対応規模】
（約330床）

流行初期以降
・確保している病床で、酸素投与及び呼吸モニタリングが可能で、県から
の要請後２週間以内を目途に即応病床化すること。
・第一種協定指定医療機関（病床）の指定要件（※１）を満たすこと。

約5.1万床【新型コロ
ナ対応における最大
値】
（639床）

＊国規則＝感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第19条の７関係

目指すべき方向性
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✔（ ）内の当県参考置き換え値は、国の考え方に基づき、単純に置き換えた数値であり、数値の妥当性は今後検討していく。

医療措置協定等の締結に向けた県の基本方針（案）について③



項目 要件 国目標
（当県参考置き換え値）

②発熱
外来

流行初期
（流行初期以降の要件に加え）
・１日あたり20人以上の発熱患者を診察できること。
・県からの要請後１週間以内に措置を実施すること。

1,500機関【2020年12月の新型
コロナ患者対応で総病床数200床
以上でコロナ患者が入院可能な
診療・検査医療機関】
（約30機関）

流行初期以降

・発熱患者等専用の診察室（時間的・空間的分離を行い、プレ
ハブ・簡易テント・駐車場等で診療する場合を含む。）を設け
た上で、予め発熱患者等の対応時間帯を住民に周知又は地域の
医療機関等と情報共有して、発熱患者等を受け入れる体制を構
築すること。
・新型コロナ対応の診療・検査医療機関の施設要件（※２）を
満たすこと。
・第二種協定指定医療機関（発熱外来）の指定要件（※３）を
満たすこと。

約4.2万機関【新型コロナ対応に
おける最大値】
（約730機関）

○流行初期

新型コロナ対応時において「帰国者・接触者外来」として指定されていた医療機関に加え、地域において役割を果たすこと

が可能な医療機関との協定締結を目指す。

○流行初期以降

新型コロナ対応時における全ての外来対応医療機関との協定締結を目指す。

目指すべき方向性

１ 医療措置協定
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✔（ ）内の当県参考置き換え値は、国の考え方に基づき、単純に置き換えた数値であり、数値の妥当性は今後検討していく。

医療措置協定等の締結に向けた県の基本方針（案）について④



項目 要件 国目標
（当県参考置き換え値）

③自宅・宿泊・
高齢者施設等
での療養等

病院・診療所

・第二種協定指定医療機関（自宅療養者等
への医療の提供）の指定要件（※４）を満
たすこと。

【新型コロナ対応における最大値】
約2.7万病院・診療所数

（約300病院・診療所数）
約2.7万薬局数（約215薬局数）
約2.8千事業所数（約45事業所数）

薬局

訪問看護事業所

④後方支援

ア)流行初期の感染症患者以外の患者の受入
を行うこと。
イ)感染症から回復後に入院が必要な患者の
転院の受入を行うこと。

約3.7千機関【新型コロナ対応における
最大値】
（約50機関）

⑤人材派遣 ・１人以上の医療従事者を派遣すること。
医師数：約2.1千、看護師数：約４千
【新型コロナ対応における最大値】

○自宅・宿泊・高齢者施設等での療養等
・病院・診療所：全ての高齢者施設等の嘱託医・協力医療機関との協定締結を目指す。

往診・オンライン診療等については、対応可能な医療機関との協定締結を目指す。
・薬局：地域偏在を考慮しつつ、医薬品等対応を行う薬局との協定締結を目指す。
・訪問看護事業所：地域偏在を考慮しつつ、訪問看護事業所との協定締結を目指す。
○後方支援：原則、イ）について、全有床医療機関との協定締結を目指す。
○人材派遣：派遣人材確保や自院での訓練実施等の体制確保が必要なことから、ＤＭＡＴ（LＤＭＡＴ）指定病院等との協定締

結を目指す。

１ 医療措置協定

目指すべき方向性

19

✔（ ）内の当県参考置き換え値は、国の考え方に基づき、単純に置き換えた数値であり、数値の妥当性は今後検討していく。

医療措置協定等の締結に向けた県の基本方針（案）について⑤



項目 要件
国目標

（当県参考置き換え値）

◎個人
防護具
(PPE)
の備蓄

病院・
診療所

・【備蓄量】原則、医療機関の使用量２か月以上（期間を定めれば、医療機関で設定可能）
・【対象物資】原則、①サージカルマスク②N95マスク③アイソレーションガウン④フェイス
シールド⑤非滅菌手袋の５物資（代替可能品も明記）
・【備蓄方法】各医療機関において最適な方法をもって行う。

＊薬局、検査体制、宿泊療養体制においては、任意項目

【協定締結医療機関のうち８
割以上の施設が当該施設の使
用量２か月分以上にあたる
PPEを備蓄】訪問看護

事業所

１ 医療措置協定

項目 要件
国目標

（当県参考置き換え値）

①検査体制

・衛生検査所の登録を受けた機関を基本とする。
・核酸検出検査を対象とし、新興感染症が発生した際に、薬事承認された試薬を用いる方法のほ
か、国立感染症研究所が示す方法で実施すること。
・【流行初期】発生の公表後、県からの要請に基づき、１か月以内に措置を実施すること。
・【流行初期以降】に発生の公表後、県からの要請に基づき、６か月以内に措置を実施すること。

・流行初期：地方衛生研究所
２万件以上/日＋医療機関約
１万件以上/日【発熱外来に
準じた数値】
（約400件以上＋α）
・流行初期以降：50万件以上
/日【新型コロナ対応の最大
値】
（約8.7千件/日）

②宿泊療養体制

・民間の宿泊施設や平時から宿泊業を営むような公的施設とする。
・宿泊療養者が療養を行う居室について、一の居室の定員は、原則として一人とすること。
・宿泊療養者の滞在する区域を職員その他の者が作業を行う区域から明確に区別することその他
の感染症のまん延を防止するために必要な措置が講じることができる構造であること。
・宿泊療養者が療養を行うために必要な設備及び備品を備えていること。
・【流行初期】発生の公表後、県からの要請に基づき、１か月以内に措置を実施すること。
・【流行初期以降】発生の公表後、県からの要請に基づき、６か月以内に措置を実施すること。

・流行初期：約16,000＋α室
【R2.5新型コロナにおける実
績値】（約100室）
・流行初期以降：約73,000
室【新型コロナ対応の最大
値】
（約1,100室）

２ 検査等措置協定

20✔（ ）内の当県参考置き換え値は、国の考え方に基づき、単純に置き換えた数値であり、数値の妥当性は今後検討していく。
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（※１）第一種協定指定医療機関（病床）の指定要件 （※３）第二種協定指定医療機関（発熱外来）の指定要件

・当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づき適切な感染の防止等の措置を実施することが可能であること。

・患者等がお互いに可能な限り接触することがなく、診察することができること等の
院内感染対策を適切に実施しながら、必要な医療を提供することが可能であること。

・受診する者同士が可能な限り接触することがなく、診察することがで
きること等の院内感染対策を適切に実施しながら、外来医療を提供する
ことが可能であること。

・新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、都道府県知事からの要請
を受けて、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症の患者又は新感染症の所
見がある者を入院させ、必要な医療を提供する体制が整っていると認められること。

・新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、都道府県知事から
の要請を受けて、外来医療を提供する体制が整っていると認められること。

（※４）第二種協定指定医療機関（自宅療養者等に対する医療の提供）の指定要件

病院・診療所 薬局 訪問看護事業所

・当該医療機関に所属する者に対して、最新の知見に基づ
き適切な感染の防止等の措置を実施することが可能である
こと。

・当該薬局に所属する者に対して、最新の知見に基づ
き適切な感染防止等の措置を実施することが可能であ
ること。

・当該指定訪問看護事業者に所属する者に対して、
最新の知見に基づき適切な感染防止等を実施する
ことが可能であること。

・新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間において、
都道府県知事からの要請を受けて、外出自粛対象者に対し
てオンライン診療等の医療を提供する体制が整っていると
認められること。

・新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間にお
いて、都道府県知事からの要請を受けて、外出自粛対
象者に対して医薬品等対応（調剤・医薬品等交付・服
薬指導等）を行う体制が整っていると認められること。

・新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間
において、都道府県知事からの要請を受けて、外
出自粛対象者に対して訪問看護を行う体制が整っ
ていると認められること。

（※２）新型コロナ対応の診療・検査医療機関の施設要件

①発熱患者等が新型コロナウイルス感染症以外の疾患の患者と接触しないよう、可能な限り動線が分けられていること。
②必要な検査体制が確保されていること。
③医療従事者の十分な感染対策を行うなど適切な感染対策が講じられていること。
④自院のかかりつけ患者及び自院に相談のあった患者である発熱患者等のみを受け入れる場合は、院内掲示を行うなどにより、自院のかかりつけ患者に対して、発熱等
の症状が生じた場合には、電話で相談した上で、自院で診療・検査可能である旨を周知すること。

✔「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行等について（通知）（令和５年５月26日付け国通知）のとおり

✔令和２年度インフルエンザ流行期における発熱外来診療体制確保支援補助金に係る対応について（令和２年９月15日付け国事務連絡）のとおり

✔「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行等について（通知）（令和５年５月26日付け国通知）のとおり
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